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議案第２２号 

 

 

 

   飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

 

 

 飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

      令和８年２月２４日提出  

 

 

                       飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴う改正 
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   飛驒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 飛驒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

26年飛驒市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

第11条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第18条の27第１項に規定する認定地

方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士）」を加え

る。 

 

第13条中「法第33条の10」の次に「第１項」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表  （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第10条 略 第１条～第10条 略 

（職員の配置及び資格要件） （職員の配置及び資格要件） 

第11条 略 第11条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。 

⑴ 保育士                                                   

                                

                                

     の資格を有する者 

⑴ 保育士（法第18条の27第１項に規定する認定地方公共団体の区

域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当

該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限

定保育士）の資格を有する者 

⑵～⑼ 略 ⑵～⑼ 略 

４・５ 略 ４・５ 略 

第12条 略 第12条 略 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33

条の10      各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33

条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

以下 略 以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 教育委員会事務局 

提 案 理 由 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴う

改正 

制 定 改 廃 

の 根 拠 等 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）により、

放課後児童健全育成事業及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令

第63号）が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

制 定 改 廃 

の 概 要 

【改正の趣旨及び内容】 

⑴ 地域限定保育士の一般制度化 

保育人材の確保は、全国的な課題であるが、その状況には地方公共団

体間に差があり、特に不足するおそれが大きい地域について、集中的に

保育人材確保に取り組むことができるようにすることが必要であるこ

とから、特定の都道府県又は指定都市においてのみ保育士同様に業務を

行うことができる地域限定保育士制度が一般制度化された。これを受

け、当該条例の放課後児童支援員資格取得要件に地域限定保育士も含め

るよう改正を行う。 

（第11条の３関係） 

⑵ 放課後児童クラブにおける虐待の明確化 

児童福祉法の改正により、児童虐待が定義される施設や事業に放課後

健全育成事業を追加したことによる参照箇所の改正。 

                       （第13条関係） 

市 民 へ の 

影 響 等 

⑴ 特になし 

⑵ 保育所等に対して、不適切な保育の防止やより良い保育の実施に繋

がる改善を促すことで、利用児童及び保護者の安心・安全に繋がる。 

施 行 日  公布の日 

備 考  


